
紙ごみ減量標語応募作品7 2013. ２月号 紙ごみ減量標語応募作品 「紙は　リサイクルして　エコにつなごう」木津　祐哉（高島） 「みんなで　へらそう　紙のごみ」木津　穂香（高島）

WIDE

方
な
ど
で
、
平
成
24
年
中
の
所
得
の

合
計
額
が
、
基
礎
控
除
、
配
偶
者
控

除
、
扶
養
控
除
な
ど
の
所
得
控
除
の

合
計
額
を
超
え
る
方

◦
給
与
所
得
者
の
方
で
、

次
の
①
か
ら
③
の
い
ず
れ
か
に
当
て

は
ま
る
方　

　
　
①
給
与
収
入
金
額
が
２
千
万
円
を

超
え
る
方

　
　
②
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の

所
得
金
額
が
20
万
円
を
超
え

る
方

　
　
③
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け

て
い
る
方
で
、
年
末
調
整
を
さ

れ
な
か
っ
た
給
与
の
収
入
金
額

と
、
各
種
の
所
得
金
額
（
給
与

所
得
、
退
職
所
得
を
除
く
）
と

の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る

方

　
　
※
①
か
ら
③
以
外
に
申
告
が
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
。

◦
公
的
年
金
受
給
者
の
方
で
、

次
の
①
か
②
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は

ま
る
方

　
　
①
公
的
年
金
の
収
入
金
額
が
４
百

万
円
を
超
え
る
方

　
　
②
公
的
年
金
以
外
の
所
得
金
額
が

　
平
成
25
年
度
（
平
成
24
年
分
）
の
市

民
税･

県
民
税
の
申
告
と
平
成
24
年
分

の
所
得
税
の
確
定
申
告
が
始
ま
り
ま

す
。

　
申
告
期
間
中
の
各
会
場
の
受
付
曜
日

は
次
の
表
の
と
お
り
で
す
。
ご
都
合
の

良
い
日
、
会
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

20
万
円
を
超
え
る
方

◦
医
療
費
控
除
等
の
所
得
控
除
の
追
加

に
よ
り
、
所
得
税
の
還
付
を
受
け
ら

れ
る
方

※
給
与
所
得
者
の
還
付
申
告
等
の
簡

易
な
所
得
税
の
確
定
申
告
は
、
市

役
所
で
も
受
付
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
方
は

税
務
署
で
申
告
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　
・（
特
定
増
改
築
等
）
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
を
受
け
る
方

　
・
土
地
や
株
な
ど
の
譲
渡
所
得
が

あ
る
方

　
・
初
め
て
事
業
所
得
の
申
告
を
さ

れ
る
方

　
・
青
色
申
告
を
さ
れ
る
方

　
・
そ
の
他
、
損
失
の
繰
越
控
除
な

ど
複
雑
な
申
告
を
さ
れ
る
方

　
　
　

　
譲
渡
所
得
の
確
定
申
告

　
土
地
・
建
物
や
株
式
等
の
資
産
を
売

却
し
た
際
に
、
譲
渡
益
が
生
じ
て
い
る

場
合
に
は
、
譲
渡
所
得
と
し
て
所
得
税

の
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
22
・
23
年
分
の
確
定
申

　
所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
方

◦
事
業
を
し
て
い
る
方
、
不
動
産
収
入

の
あ
る
方
、
土
地
や
建
物
を
売
っ
た

曜…日 月 火 水 木 金会場
 市役所税務課 ● ● ● ● ●

 マキノ支所 ● ●

 今津支所 ● ● ●

 朽木支所 ● ●

 安曇川公民館※ ● ● ●

 高島支所 ● ●

●印が受付日です。

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
と
所
得
税
の
確
定
申
告
は
、

自
分
で
書
い
て
、
お
早
め
に
提
出
を
！

平成 24 年分

税の
が始まります

2月18日月～ 3月15日金

申告
受付時間：８時 30 分～ 11 時 30 分
　　　　　13 時 00 分～ 16 時 30 分
※安曇川会場は昨年から安曇川公民館と
なっています。（安曇川支所では行いま
せんのでご注意ください。）

告
で
「
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
損
失

の
繰
越
控
除
の
特
例
」
の
適
用
を
受
け

る
た
め
の
手
続
き
を
さ
れ
て
い
る
方

は
、
平
成
24
年
中
に
株
式
等
の
譲
渡
が

な
か
っ
た
場
合
で
も
、
平
成
24
年
分
の

確
定
申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

今
津
税
務
署

　
　

（
２
２
）
２
５
６
１

　
市
民
税･

県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

　
平
成
25
年
１
月
１
日
現
在
、
高
島
市

に
居
住
し
て
い
る
方
。
た
だ
し
、
次
の

方
を
除
き
ま
す
。

①
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
し

た
方

②
前
年
中
の
所
得
が
給
与
所
得
だ
け

で
、
年
末
調
整
を
済
ま
せ
て
い
る

方
（
勤
務
先
か
ら
給
与
支
払
報
告

書
の
提
出
が
あ
っ
た
方
に
限
り
ま

す
）。

※
平
成
23
年
分
の
所
得
申
告
か

ら
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が

４
百
万
円
以
下
で
あ
り
、
公
的
年

金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得

金
額
が
20
万
円
以
下
の
場
合
は
、

そ
の
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
は
必
要

で
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
申
告
に
必
要
な
も
の

・申
告
書
用
紙
（
昨
年
申
告
さ
れ
た
方
）

・
印
鑑

・
給
与
所
得
者

　
➡
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票

・
公
的
年
金
の
受
給
者

　
➡
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票

・
生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料
な
ど

　
➡
支
払
金
額
の
証
明
書

・
国
民
年
金
保
険
料
・
国
民
年
金
基
金

　
➡
支
払
金
額
の
証
明
書
（
控
除
証
明
書
）

・
国
民
健
康
保
険
税
（
料
）
お
よ
び
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
や
介
護
保
険

料
の
納
付
金
額
の
確
認
で
き
る
資
料

・
医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と
さ
れ
る

方
は
、
平
成
24
年
中
に
支
払
っ
た
医

※
所
得
が
全
く
な
い
方
で
も
、
国
民

健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
な
ど
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
は

申
告
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
介
護

保
険
、
福
祉
医
療
、
高
額
医
療
の

申
請
を
さ
れ
る
方
や
国
民
年
金
の

免
除
申
請
を
さ
れ
る
方
等
に
つ
い

て
も
申
告
が
必
要
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
申
告
期
間
中
に

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
告
が
必
要
な
方
は
、
申
告
を
さ

れ
て
い
な
い
と
所
得
証
明
書
は
発

行
で
き
ま
せ
ん
。

　

市
役
所
税
務
課　

　
　

（
２
５
）
８
１
１
６

療
費
の
領
収
書

（
あ
ら
か
じ
め
集
計
し
、
支
払
先
が

多
い
場
合
は｢
医
療
費
の
明
細
書｣

を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。）

・
事
業
所
得
者
等　
➡「
収
支
内
訳
書
」

営
業
や
農
業
に
よ
る
収
入
が
あ
る

方
は
、
あ
ら
か
じ
め
ご
自
分
で
収

支
内
訳
書
を
作
成
し
た
う
え
で
申

告
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

・
所
得
税
の
還
付
申
告
を
さ
れ
る
方

は
、
預
金
通
帳
口
座
番
号
（
申
告
者

名
義
の
も
の
）

・
そ
の
他
（
申
告
の
内
容
に
よ
り
必
要

な
書
類
が
あ
り
ま
す
。）

　

市
役
所
税
務
課　

　
　

（
２
５
）
８
１
１
６

　確定申告書等の作成は、国税庁ホーム
ページ ｢http://www.nta.go.jp｣ の ｢確
定申告書等作成コーナー｣ をご利用くださ
い。当コーナーで作成した確定申告書等は、
ご使用のプリンターで印刷 ( モノクロ印刷
でも可 ) して提出できます。
　また、確定申告書等を自宅などからイン
ターネットで提出できる、e-Tax をぜひご
利用ください。（新規の方は住基カードの
取得や開始届出書の送信が必要です。）

　 今津税務署　　 （22）2561
　　市役所税務課　 （25）8116

　平成 24 年分農業所得の収支内訳書を作
成していただくための相談会を次の日程で
開催します。
　申告期間中は大変混み合いますので、ぜ
ひこの機会をご利用ください。
開　催　日 会　　場 受 付 時 間

2 月 8 日（金）
マキノ支所 9 時～11時30分
朽 木 支 所 9 時～11時30分

2 月12日（火） 高 島 支 所
9 時～11時30分
13 時～15時30分

2 月13日（水） 今 津 支 所 9 時～11時30分

2 月14日（木） 安 曇 川
公 民 館

9 時～11時30分
13 時～15 時30分

2 月15日（金） 高島市役所 9 時～11時30分

インターネットを
利用されている方へ

農業収支の事前相談会

62013. ２月号


